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市
内
の
優
良
農
地
は
、「
農
業
振
興

地
域
整
備
計
画
」
に
基
づ
い
て
保
全

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
計
画
は
約
５

年
ご
と
に
基
礎
調
査
を
行
い
、
そ
れ

に
基
づ
い
て
、
必
要
が
あ
れ
ば
見
直

し
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
現
在
の
計
画
は
、
合
併
前

の
２
町
村
当
時
に
設
定
さ
れ
た
も
の

で
あ
り
、
今
回
統
合
し
た
計
画
の
策

定
を
行
い
ま
す
。

　

こ
の
計
画
で
設
定
さ
て
い
る
農
業

振
興
地
域
内
の
農
用
地
は
、
原
則
と

し
て
農
地
の
転
用
が
認
め
ら
れ
て
い

な
い
た
め
、
土
地
を
農
業
以
外
の
目

的
で
利
用
す
る
場
合
に
は
、
事
前
に

農
業
振
興
地
域
内
の
農
用
地
か
ら
の

除
外
（「
農
振
除
外
」
と
呼
ん
で
い

ま
す
。）
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

こ
の
受
付
は
例
年
６
月
末
、
９
月

末
、
12
月
末
を
期
限
に
行
っ
て
い
ま

す
が
、
今
回
の
よ
う
に
総
合
見
直
し

に
着
手
す
る
と
、今
後
２
年
間
程
度
、

「
農
振
除
外
」
手
続
き
の
受
付
が
で

き
な
く
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

　

平
成
20
年
度
か
ら
翌
21
年
度
に
か

け
て
、
農
地
の
転
用
を
予
定
し
て
い

る
場
合
（
住
宅
の
建
築
な
ど
）
は
、

平
成
20
年
６
月
30
日
ま
で
に
「
農
振

除
外
」
の
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ

い
。

　

な
お
、
申
請
の
す
べ
て
が
認
可
さ

れ
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
農
振
除
外

要
件
を
満
た
し
た
う
え
で
農
地
法
な

ど
の
他
法
令
の
許
可
見
込
み
が
な
い

と
除
外
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
土
地

の
選
定
は
十
分
に
検
討
し
て
く
だ
さ

い
。

　

ご
不
明
な
点
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

◆問い合わせ先
　谷和原庁舎農政課　
　☎58－2111（内線8152）

　

都
市
の
将
来
像
を
示
す
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
な
ど
都
市
計

画
の
案
が
ま
と
ま
り
ま
し
た
の
で
、
都
市
計
画
決
定
を
行
う
前
に
、
案
の

縦
覧
を
行
い
ま
す
。

　

こ
の
案
に
対
し
て
、
ご
意
見
の
あ
る
方
は
縦
覧
期
間
中
に
茨
城
県
知
事

あ
て
に
意
見
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
提
出
さ
れ
た
意
見
は
、
今
後
開

催
さ
れ
る
茨
城
県
都
市
計
画
審
議
会
に
お
い
て
審
議
の
際
に
考
慮
さ
れ
ま
す
。

■
縦
覧
対
象
の
都
市
計
画
内
容

①
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

　

の
変
更　

②
都
市
計
画
道
路
の
変
更

■
縦
覧
期
間　

　

３
月
10
日
㈪
〜
３
月
24
日
㈪　
　

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

　
（
土
・
日
曜
日
お
よ
び
祝
日
は
除

　

く
）

■
縦
覧
場
所

▼
茨
城
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課

　

☎
０
２
９
‐
３
０
１
‐
４
５
９
２

▼
谷
和
原
庁
舎
都
市
計
画
課　

　

☎
58
‐
２
１
１
１

　
（
内
線
８
１
６
１
）

※
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

　

の
案
に
つ
い
て
は
、
茨
城
県
土
木

　

部
都
市
局
都
市
計
画
課
の
ホ
ー
ム

　

ペ
ー
ジ
で
も
公
開
し
ま
す
。

▼
茨
城
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画

　

課
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

h
ttp
://w

w
w
.p
ref.ib

araki.
jp/bukyoku/doboku/01class/
class09/

■
意
見
書
の
提
出
方
法

　

ご
意
見
の
あ
る
方
は
、
縦
覧
期
間

中
に
、
茨
城
県
知
事
あ
て
に
、
意
見

書
を
持
参
ま
た
は
郵
送
に
よ
り
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

（
3
月
24
日
ま
で
に
必
着
）

〒
３
１
０
‐
８
５
５
５

水
戸
市
笠
原
町
９
７
８
‐
６

茨
城
県
知
事　

橋
本
昌
（
茨
城
県
土

木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
扱
い
）

◆
問
い
合
わ
せ
先

茨
城
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課

☎
０
２
９
‐
３
０
１
‐
４
５
９
２

つ
く
ば
み
ら
い
都
市
計
画
区
域

　
　

マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
案
の
縦
覧
に
つ
い
て

「農業振興地域整備計画」の

　　　　　　総合的な見直しを行います

☆
手
続
き
は
平
成　

年
６
月　

日
ま
で

20

30

４月から


